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『国家文書と条約集』

Co6paHie rOCYll.apCTBeHHbIXる rpaMOTる 11ll.OrOBOpOB'b 

xpaHH1lJ，I1XC刃 B'brOCYll.apCTBeHHOH KOJIJIeriI1I1HOCTpaH-

HbIXる』ちJIる.(113JlaHHe ，llOKyMeHToB no pyC. HCTOpHH ApXHBa 

MHH-Ba HHOCTp. Jleλ， npe，llnpHH冗ToeKOMHCCHe品口eyaTaHH匁

rocy JlapCTBeHHbIX rpaMOT H ，llOrOBOpOB )可aCTb1-5. MocKBa， 

1813-1894. 

秋月孝子

I はじめに

スラプ研究センターでは， 1985年に『国家文書と条約集』の第 1-4巻をオリジナル

版で購入しました。欠巻の第 5巻についても，東京の「文献社J 片山醇之助氏に補充を

依頼していたところ，昨年末同氏のご好意でその巻のゼロックス版を作成して寄贈して

いただき，漸く全巻を揃えることが出来ました。*第 1-4巻のオリジナル版は44X28cm 

の大型本ですが，第 5巻は28.5 X 17 . 5cmの縮刷版で、す。本書のマイク口・フイッシュ版

がIDCから出版されています。

本書はロシア帝国外務省文書館所蔵の文書から編集されたもので，東北ロシア諸公国

分立時代の13世紀初頭からピョートル I世の西欧訪問の前年にあたる1696年までの文書

を含んでいます。本書の編纂は， 19世紀初頭の商務大臣として有名な政治家であった

H. n.ルミャンツェフ伯爵 (H.n. PyM別 iueB，1754-1826)の発議で1811年に設けられた

国家文書及び条約集出版委員会 (KOMHCCHHne43T3HHH rocyn3pcTBeuHblx rp3MoT H 

norOBOpOB)により進められ，第 1-4巻は1813-1828年に刊行されましたD しかし第

5巻が刊行されたのは第 4巻から60年以上も経た1894年のことで，その聞には編集者や

編集方針の変更があり，必ずしも当初の目的がそのまま達成されたわけではありません O

とはいえそれはロシアの国家文書編纂の最初の試みとして大きな意義を持っています。

各巻の内容は，第 1巻は1265年からロマノフ朝成立の1613年まで，第 2巻はその補遺で

1229-1612年，第 3巻は1613-1655年，第 4巻は1656-1696年の主として国内関係の文

書が年代順に排列されています。第 5巻は1326-1584年の外交関係文書で，全 5巻を通

して1，039の文書が収録されています。これらの中には， 13-16世紀の宗教及び条約関

係文書， 16-17世紀の勅令， 16-17世紀の全国会議 (3eMCKH H co6op)関係文書，帝室

関係法令，タタール汗のロシア諸公への統治に関する命令書，世俗及ぴ教会の領主，大

商人，種々の都市への特権許可状， 16-17世紀のモスクワ時代の地方行政典範による関

税法令，通商法令， 1632-34年，及び1654-67年のロシアとポーランド戦争の文書など，

また第 5巻には14-16世紀の主としてイワン回世からイワン町世の時代の外交文書(こ
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の種の文書は第 1~ 4巻の中にもいくつか合まれている)，例えばポーランド=リトワ

国家，オーストリア，英国，デンマーク，スイス， リヴォニア， トルコ， クリミア，カ

ザン汗国，ノガイ汗固などとの関係文書が含まれています。これらすべての文書は，各

巻毎に年代)11真の一連番号が付され，各文書には短い内容を表わす標題がつけられていま

す。例えば第 5巻の第 8文書は1488年 7月20日付イワン田世からハンガリー王マー

チャーシュ I世宛〈ポーランド王カジーミェシュに対する開戦について)，同第 9文書は，

同年 7月27日付ハンガリー王マーチャーシュ I世からイワン回世宛〈ポーランド王カ

ジーミェシュに対する共同作戦の同意について)，同第113文書は， 1557年 4月28日付英

王フイリップからイワン町世宛〈英露貿易関係についての回答〉のようにその内容が示

されています。

以上のように，この文書集はいまだ完全とは言えなくとも AKTbIHCTοpH'IeCKHe 

(TT. 1-5， & yKa3aTeJ1b. cna二1841-43)，JI，OJlo.nHeHHH K AK  T8M HCTopH'/ecKHM (TT. 

1-12. Cn6.， 1846-75)， nO.nHoe C06p8HHC 38KOHOB POCCHHCKοH HMJlepuH. 

[C06palHfej 1-3 (Cn6.， 1830-1916)などの先駆となったものです。とくにルミヤン

ツェフ伯がもっとも重視した外交文書の編集は そのまま実現はしなかったとはいえ

当初は外国文書の原文の印刷さえ意凶したほど意欲的なものでした O ここでは，この記

念すべきロシアの r国家文書と条約集』全5巻が揃ったのを機会に，主として第 1巻及

び第 5巻の詳細な序文に基づき本文と対照しつつ，本書出版のj意、図と経緯を紹介したい

と思います。

* (第5巻のコピー版は，片山氏がフランスのメドン図書館から入手したマイクロフィルムを，日本
マイクロ写真KKで焼き付けて原版を作成し，それをゼロックス版にしたものです)

E 出版計画

H. n.ルミャンツェフ伯による第 1巻の序文には， 1811年 5月3日付のアレクサンド

ルI世宛の11ヵ条の計画を含む上奏文が引用されています。その中で彼は本書刊行の目

的を次のように述べています。「外務省に勤務する官吏たちの教育を促進することを願っ

て，また同じく世の中に有用な情報を普及することを願って，私は以前からわが国の外

交文書全集を刊行することが必要であろうと考えておりました。それは外務省文書館に

保存されているロシアの国家文書及び列強諸国との外交文書をデュモンの著作にならっ

て刊行することでありますJoすでにヨーロッパ諸国では18世紀中に，ライマー (Riem-白

er， London， 1704-26. 20 vols.) 1)デ、ユモン (Dumont，].， Amsterdam， 1726-31. 8 

vols.)2) ，パルベイラク (Barbeyrac，j，Amsterdam，1739.2vols.)3)やマルテンス (Mar-

tens， G. F. V.， Gottingue， 1791-1801. 7 vols.)4)等の学者達が国家の文書館から重要な法

令や条約の文書を抜きだして編集し，各国の歴史と外交に大きな貢献をしていたという

ことです。ルミャンツェフはさらに文書の公刊が歴史事実を主張することに役立つこと

を述べ，次のような例をあげています。「ロシアの改革者ピョートル I世は，使節局の

文書庫に保存されていた1514年 8月4日付の神聖ローマ帝国マクシミリアン I世から

ヴァシーリー・ヨアノヴイッチ大公宛の金の印章のある文書を読み，その中で〈インベ
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ラートル> (I1MnepaTOp)の称号がロシアのツアーリに認められていることを知って，

1718年このドキュメントをロシア語・仏語・独語・オランダ語の翻訳付きで印刷して配

布することを命じましたO この文書はピョートル I世がインベラートルの称号を名乗る

ための第一の基礎になったものであります。当時各国がこのことを認めることに難色を

示した時，その証拠として見つけだされたのは，フランス，イスパニア，スウェーデン，

ドイツの選挙侯，プランデンブルグ辺境伯からの文書でしたO それらはピョートル大帝

より200年も前に種々の形でロシアのツアーリを〈インベラートル〉と呼んでいたのです。

これらの証拠のおかげでそれ以後は〈インベラートル〉の称号について反対はなくなり

ました O このことからも明らかなように，文書の保存は国の歴史を形成する上にも重要

な役割を果たすものでありますJo

この文書の目的のためにルミャンツェフ伯が集めた資料と，アレクサンドル I世への

上奏文の内容は驚くほど詳細なものです。当時のロシアが対仏戦争の戦費の支出で国庫

が相当に苦しい状態にあったことなども この出版事業に関するルミャンツェフの上奏

文から窺い知ることができます。ルミャンツェフは「本書第 1巻の印刷費用は，初刷り

を1200部に限定しても25，000ループル以上が必要となります。厳しい倹約令を考慮すれ

ば，私が陛下に請願する権限があるとは思われませんが，第 1巻の出版費が国庫によっ

て支出されることを，恵、み深き陛下の恩寵にすがってあえて要請する次第で、す」と述べ

ています。以下はルミャンツェフの上奏文中にみられる11ヶ条の出版計画案です。

(1) 本書の出版は個人の企てではなく，公的出版物とする O

(2) そのために外務省のモスクワ文書館に，本書出版の特別委員会を設置する O

(3) この委員会の委員長には 4等文官 HHパントゥイシュ=カメンスキー (H.H. 

6aHTbI山一KaMCHCKH抗， 1737-1814)を任命する O 委員会はパントゥイシュ=カ

メンスキーの監督の下に 1人の主監と 2人の官吏から構成される。主監の年俸は

600ループル 2人の官吏にはそれぞれ50ルーブルを国家の一般会計から支出す

る。

(4) この委員会の主監及び 2人の役人の指名は，外務大臣に委任する O

(5) 本書のタイトルは Co6paHIe rocy〆'1apCTBeIlHbIX'brpaMOT'b HλorOBopOBると

する。

(6) 国家文書集は，陛下の意志により出版されるものであるから，検閲は免除される。

(7) 本書の販売は，各冊毎に官印を押すために外務省のモスクワ文書館においてのみ

行う O

(8) この文書集の第 1巻が売り切れる前に，それを民間において小型版で出版するこ

とを禁止する O 印刷業社が上記のオリジナル版を1200部以上印刷した場合は罰金

を課す。

(9))第 1巻の売却により得られた収入は委員会に保管する O それをもって本書の出版

が継続される O

(10) この企画が完全に終わったところで，本書からの売上金と利潤は，外務省のもの

となる。この金の使用の全権は私(ルミャンツェフ)に委任される。
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日1) 本書の1200部のうち， 50部を陛下への贈呈と私の個人のため保留しておく。

この上奏文は1811年 5月上旬アレクサンドル I世の裁可を得て， (国家文書と条約集

特別委員会〉が設置されました D この委員会は外務省のモスクワ文書館の一部として，

H nルミャンツェフの指導の下に発足し，そこで行なわれたロシア帝国内外文書の編
纂事業はその後のロシア古文書学の発達に大きな影響を与えることになりました。編集

責任者となったH.H.パントゥイシュエカメンスキーは，ロシア・ウクライナ史家であ

り，古文書学者で，ルミャンツェフの皇帝への上奏文作成に際して詳細な資料を提供し，

本書刊行の事実上の立役者でもありました。そのことは本書刊行をめぐってルミャン

ツェフ伯と彼との聞で取り交わされた往復書簡から明らかです。当初の計画では『国家

文書と条約集』は，外交関係文書の編集に重点をおいていたが，実際の刊行に際しては

まず第 1巻を1726年(ピョートル I世の死の翌年)までの囲内関係文書にあて，第 2巻

以降を外交関係文書にあてることになりました O かくて1813年に主として囲内関係文書

を収めた本書の第 1巻が出版されましたが，時あたかもナポレオンの大軍がモスクワを

占領し徹退した直後のことでしたO

m 第2巻の準備

第 2巻の編集は1813年に始められました。編集の開始にあたってパントゥイシュエカ

メンスキーは 8ケ条の計画をルミャンツェフ伯に提出しました。その時ルミャンツェフ

伯は外交文書の排列を国名のアルファベット}llfiではなく，年代}II買に編集することをカメ

ンスキーに希望しました。カメンスキーはルミャンツェフの意見を受け入れて，編集計

画の変更に同意し(1813年 5月13日付書簡)，第 2巻の最終編集計画は同年 7月23日付

のカメンスキーの書簡でルミャンツェフ伯に提出されました。引続きカメンスキーは第

2巻に収録されるべき文書:のコピーを，点検のためルミャンツェフに送りました。カメ

ンスキーは上記に対する回答を受け取らないうちに，さらに第 3巻の原稿となる Nos.

447-730の文書をルミャンツェフに送付し(1813年10月14日)，同封の書簡の中で次のよ

うに書いています。「今や私の側からなされるべきことは，すべてなされました O 今は

どの文書を印刷に付すべきかという，あなたの指示を待つだけです。こられの文書の中

には国内のものも，外国のものもすべて集められています…」口しかしカメンスキーは

彼が集めた文書を印刷する事は出来ませんでししたD というのは彼は出版の日を待たず

に1814年 1月20日に亡くなったのです。

文書館におけるカメンスキーの地位を引き継いだのは， Aφ.マリノフスキー (A.φ.

MaJJHHOBCKH白)でした。彼はルミャンツェフに，次の第 2巻の刊行について自分の見

解を書き送り，ルミャンツェフはそのほとんどを了承しました(1814年 4月4日付書簡)。

ルミャンツェフはアジア諸国の文書についてはロシア語の翻訳のみを掲載するというマ

リノフスキーの意見にも同意しましたが，その一週間後彼はあらためてマリノフスキー

に手紙を書き，自分の考えが変ったことを告げ，アジア諸国の文書もロシア語の翻訳の
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秋月孝子

みでなく，その言語による原文も印刷することを強く望みました。もしモスクワに東洋

語の活字がなく，植字工もいなければ，ペテルプルグで印刷するように要請しています。

1814年 3月19日付の 11Kベストマン (11.K. BeCTMaH.)のA.φ.マリノフスキー宛書簡

によると，最初はモスクワでロシア語の翻訳文のみを印刷し，東洋語原文のものについ

ては右半分をあけて残しておき，その部分をペテルブルグで印刷することを奨めていま

す口しかしこのことについてマリノフスキーが印刷業者の H.フセヴォロシスキー (H.

BceBOλO)KCKI1抗)に尋ねたところ，それは不便のみでなく不可能であるとのことでした O

マリノフスキーはもはや東洋語の原文を印刷することは出来ないと思いましたが，それ

でもルミャンツェフ伯はなおも東洋語の外交文書を原文で印刷することに固執しまし

た。マリノフスキーは1814年4月23日付の書簡で最後に残されている次のような可能性

を示唆しました。「東洋諸文書の原文を付録としてベテルブルグで印刷し，それぞれの

各巻の末尾に付録としてつける O 各文書の翻訳は年代順にしかるべき場所におく O もし

東洋語の原文が前もって印刷されていれば，それぞれの翻訳の下に付された注によって

読者を本来の原文のおかれている巻末のページに導くことが出来る・・・Jo さらにマリノ

フスキーはこの書簡の中で，文書館に保管されている東洋諸で書かれた協定と文書につ

いて，民族名，文書の月日，ルミャンツェフに送付したリストの文書番号，言語名の 4

項目に分類した----覧をつけ加えています口例えば，ネルチンスク条約の場合は， (1)中国，

(2)1689年 8月27日， (3)488号， (4)中国語，満州語，ラテン語のように記載されています。

ルミャンツェフ伯は，東洋語の文書の原文を末尾におくというマリノフスキーの提案に

全面的に同意を示しました O 第 2巻の印刷は，第 1巻と同様の条件で印刷することをH.

フセヴォロシスキーに要請しましたが，彼は印刷費の値上げを希望し， 17，500ルーブル

の金額を提示しました O 実際に第 2巻が印刷されるのは1819年ですが，それは印刷所の

変更のほかに，次のような経緯で第 2巻の内答がすっかり変ったことによるものです。

U 第2.......4巻の内容変更

第 2巻の刊行に際してどの文書を収録するかの決定権をもっていたルミャンツェフ

は， 1814年4月11日付のマリノフスキー宛書簡の中で，モスクワの文書館に保管されて

いる文書についてより明確な観念を持つために，必要な種々の資料の提出を求めました O

それらの中にはロシア最初の外国使節は誰であるか，何時，何処へ行ったか，又ロシア

の外国使節の報告書一覧などもありました。マリノフスキーは 本書第 2巻の出版のた

めの文書の選択や書写と同時に，すでに必要な活字の鋳造の準備にとりかかっていまし

た。このように仕事の準備は半ば以上進んでいたにもかかわらず マリノフスキーの編

集作業はルミャンツェフによって，全く突然に予期せざる変更を受けました O ルミャン

ツェフはマリノフスキー宛1815年3月12日付書簡で次のように書いています口「…この

文書集を出版する際の私の目的と希望は，国内の法令に関するすべての文書がこの文書

集の第 l巻に収められることでした。このことは貴下もよく承知の筈です。即ち，第 1

巻はロシア国内の文書，第 2巻以降は外国関係の文書にあてられる予定でした。しかし

大変残念なことにその後次のことが明らかになりました O 内容からみても第 1巻に直接
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入れられるべきものがたくさん残されています。例えばポーランド王子ヴラディスラフ

のロシア王位の継承権協定，ニコンの総主教権の剥奪など，国家文書集の中にこれまで

見落とされていたすべてのものを収録するために，第 1巻への付録を出版することが必

要だと考えます…」口ルミャンツェフのこの指示の結果，マリノフスキーは自分に課せ

られた新たな任務を果たすために，ロシアの外交関係文書を印刷する仕事を中断せざ、る

をえませんでした。 1815年 3月初日付のルミャンツェフ宛の回符の中で彼は次のように

のべています口「この仕事はかなりの時間を要します。なぜなら1726年までの第 1巻に

欠けている法令は100以上もあります…Jo ルミャンツェフ伯とマリノフスキーとのf宝f夏

書簡の中で，初めは国内の文書集のことも主要な話題ではありましたが，今やそれだけ

が話題となりましたo 文書集第 1巻に印刷されたロシア史に関する文書を補うために，

補遺を出版することを決定したルミャンツェフ伯は，初めそれは 1巻を越えることはな

いであろうと考えていました。しかし実際にはそれは彼が考えていたよりもはるかに多

いことが分りました O マリノフスキーは，ルミャンツェフ伯がこの文書集の中にロシア

史に関する重要な文書をすべて印刷することを望んでいることを考躍して，類似の文書

の探索に全力を住ぎました。そしてこれらの文書は巻にとどまらず，最終的には全

3巻(2， 3 ，4巻)を占めることになったのです。1819年に刊行された第 2巻の序文には，

第3巻には1682年までの文書の収録が予定されており，それでロシア国内関係の文書は

終わり，次の巻には年代順にヨーロッパおよびアジア諸国関係の文書が含まれると予告

されています。しかしこの巻も収録文書の量が多かったので，ルミャンツェフ伯はその

半分を第 3巻として1822年に刊行し，残りを第 4巻にまわしました。第4巻が出版され

たのは1828年，即ちルミャンツェフ伯(1826年の始めに死去)の死後のことでした。この

ようにしてルミャンツェフは自分の生きている聞に口シアと諸外国との条約集を印刷す

ることは出来ませんでしたが，彼の遺志はその後も継承されました。

V 第5巻の編集と刊行

ルミャンツェフ伯の死後，文書集の編纂業務は外務省に移りました o 1826年 3月マリ

ノフスキーは当時の外務大臣 K.B.ネッセリローデ(K.B. Heccc凡bpOllC.1780-1862) 

に報告書を提出し，第4巻以降の刊行予定についての質問に答えて次のように述べてい

ます。「それは第4巻の売上げ次第によります口しかしその販売からすぐ1，000ルーブル

を回収できるかどうかは疑問です。何故なら前巻の売上げは全部で1，072ルーブル52カ

ペイカでしたから，それは難しいのではないかと思います…J口このような状況にもか

かわらず，マリノフスキーは国家文書集の第 5巻を時宜をえて出版する希望を失いませ

んでした。それ故彼は第4巻が刊行されるとすぐ第 5巻の出版準備に取りかかりました。

この巻に収録予定の文書は点検のためにすでにルミャンツェフに送られており，彼の死

後は外務省の文書館に戻されていました口マリノフスキーはその中から第 5巻の一部を

構成する107通の外交関係古文書を選び， 1832年12月にそのコピーをネッセリローデに

送りました。外務省での点検の結果，その中には現在公表することが許されないような

文書はひとつもなかったので， 1834年 2月ネッセリローデはそのコピーをマリノフス
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キーに返送しました。その数ヶ月後マリノフスキーは残りの95の文書を点検のために外

務省へ送っています。

それから 3年後の1837年 1月15日，ネッセリローデはロシア帝国アカデミーの総裁

A C シシコーフ (A.C. WHWKOB， 1753-1841)からロシアの外交関係文書の出版につ

いて，次のような内容の手紙を受け取りましたO 「ロシア帝国アカデミーは自らの規約

によって，ロシア史の資料の出版に努力することを義務と考えています。外務省により

出版された『国家文書と条約集』は第 4巻をもって刊行が中止されていますが，アカデ

ミーは出版の継続を自ら引き受けることを提案します。アカデミーが出版を引き受ける

条件は，外務省から送付される文書のコピーをアカデミーの印刷所で出版すること，販

売される出版物の収益はアカデミーのものとすることです。また外務省はアカデミーが

出版を引き受ける代償として，上質紙の出版物25部と普通紙のもの50部を各巻毎に受け

取ることとします。もし閣下がこの提案に同意されるならば，この件について陛下の承

認を得て，その結果を私にお知らせ下さい」。このシシコーフの提案にしたがって，ネッ

セリローデはロシア帝国アカデミーに『国家文書と条約集』の印刷を委任することにつ

いてニコライ I世に次のような上奏文を作成しました。「外務省のモスクワ中央文書館

により『国家文書と条約集』はすでに 4巻が刊行されています O これは1696年までの文

書を含み，第 5巻からはロシアとヨーロッパ及びアジア諸国との条約集の印刷が始まる

ことになっていますが，そのための十分な予算がないために印刷は中止されています。

帝国アカデミーは自らの規約によりロシア史の資料の出版に努力する義務を負っていま

すのでIi'国家文書と条約集』の印刷の継続を引き受ける希望を表明しましたO わが国

のロシア史研究にとって重要で興味ある文書の出版がもたらす有効性を考えて，私は次

のような条件で『国家文書と条約集』の継続出版をロシア・アカデミーに委任するため

に陛下の許可をお願いします…Jo その結果『国家文書と条約集』第 5巻の出版許可が

アカデミーに伝えられ，一方マリノフスキーは，アカデミーに渡すことが予定されてい

た文書のコピーを予備的な点検のために外務省に提出することを命じられ，前記の107

文書につづいてさらに57文書を送付しています O しかしアカデミーにおける第 5巻の印

刷は，恐らくは1841年のアカデミーの改組のために中断され，その時までには最初の47

枚(141文書を含む)ができていただけでした。その後すべての業務は改組された帝国科

学アカデミーの第 2部(ロシア語および文学)へ委任されましたが，そこでは1842年 1

月17日の会議において印刷された47枚を点検して多くの誤りを発見しました。第 2部は

誤りを刷り直したり，文書を年代}II買に排列し直すことなどで結局は47枚全部を刷り直す

必要を認めましたが，その編纂を続けるにはかなりの困難と出費があるために再び第 5

巻の刊行は延期となりましたD

そのうち1847年に皇帝直属官房第 2部は皇帝の許可をえて，外務省モスクワ中央文書

館に保管されていた『外交使節報告.ll (口OCOJlb CKJ1e CTa Teti Hble C nJ1C KJ1)の出版に着

手しました。この新たな出版が『国家文書と条約集』の第 5巻と非常に近い関係をもっ

ていることを考慮して，当時外務省モスクワ中央文書館長 M A オボレンスキー公(M.
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A.060JIeHCKHH)は外務省の手中にあった『国家文書と条約集』第 5巻の出版の継続

を考えて. 1852年 1月29日科学アカデミー第 2部の部長 M.11.ダヴイドフ (M.11. lla8bI 

1108)にこの出版について照会しましたo 彼はまた1852年 3月ベテルプルグ滞在中に当

時の外務大臣Jl.r.セニャーヴイン(乃.r. CCH匁BHH)に報告書を提出し，その中でこの

巻の印刷の歴史とその出版継続の遅れの原因を要約して，第 5巻の継続出版の費用をす

べて引き受けることを提案しています。しかし両者の承諾を得たオボレンスキーは第 5

巻の出版を継続することなく，アカデミーから受け取った47枚(141文書)の印刷物を

タイトルも序文も表紙もっけないで仮綴じにしました。その後これらの仮綴じのものが

発売されることになりましたが. 1893年までに文書館の仮綴じ本の在庸もなくなったよ

うです。その結果『国家文書と条約集』の出版委員会の議長C.A.ベロクーロフ (C.A. 

6も凡OKypOB)は委員会に覚書を送り，その中で第 5巻の新たな仮綴じを出版するに際

しては，すでに印刷されたものに加えて. 1842年に科学アカデミーの第 2部が付加する

ことを予定していたすべてのものを印刷する許可を求めましたO それは即ち. (1)すでに

出版された第 1巻から 4巻の出版の歴史を述べたj字文を付すこと. (2)187ページと 188

ページに不完全に印刷された文書を完結すること. (3)この巻に収録された文書に標題を

付すこと.(4)タイトルページと表紙をつけることなどでしたO このようにして第 5巻は，

1837年から1841年にロシア・アカデミーが印刷した141文書(本書の 1-188ページ)に

新たな文書を追加することなく，ただ詳細な序文と文書のリストをつけて刊行されるこ

とになったわけです。アカデミーがこの巻のために予定していた残りの47文書はついに

印刷されずに終わりました。その結果この第 5巻には. 1326年から1584年までのロシア

の外交関係の141の文書のみが含まれています。これらの収録文書の内容は以下の通り

です。

(1) オーストリアからの27文書(1489-1582)

(2) イギリスから11文書(1557-1584) 

(3) ドイツのブラウンシュヴァイク選挙侯とプランデンプルグ辺境伯から 2文書

(1520) 

(4) ハンガリーから 2文書(1488)

(5) ハンザ同盟都市から 1文書(1514)

(6) ギリシャのアトス山修道院から 1文書(1515)

(7) デンマークから13文書(1493-1573)

(8) イスパニアから 3文書(1504-1505)

(9) カザン・タタール王国から 2文書(1491-1492)

同 カップァのサルタン (KaφHHCKHHcyJITaH)から 2文書(1499)

(11) クリミア汗固から16文書(1474-1531)

(12) リフリャンデイアから 4文書(1509-1531)

(13) マゾヴェツキー公から 2文書(1493)

(14) メクレンブルグ公から 1文書(1492)

(1日 ノガイ汗固から11文書(1489-1505)申
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制 ノルウェーから 1文書(1326)

(1カ ドイツ騎士団から 7文書(1449-1576)

(18) ポーランド=リトワ固から14文書(1449-1576)

(19) サクソン公から 1文書(1492)

位。 セルピアとアルタの専制君主 (Cep6CKH抗日 ApTCKH抗JleCnOT)カール・パレオ
ロギーから 1文書(1516)

凶 タマニ公から 2文書 (1487-1488) 

倒 トルコから14文書(1492-1530)

側 フランスから 1文書(1517)

凶 スェーデンから 2文書(1513，1524) 

(*ノガイ汗固からの文書は10通と記されているが，文書番号のNos.11，12， 15-17， 25，及び46-

50を数えると11通になる)。

その他にも外交関係文書はすでに述べたように第 1-4巻の中にも含まれており，そ

れらの中には次のようなものがありますD 例えばポーランド=リトワ王国とロシアとの

関係についての文書 (T.1， Nos. 19，31 ; T. II， Nos. 76-140，152，156-164 ， 169-173， 

178恥 180，187， 199-201， 203， 205-223， 225， 231-235， 240， 243， 245-250， 253-255， 

257 -260， 267， 270-274， 286)，カザン，ノガイ，アストラハンとシベリア王国との関

係文書 (T.1， No. 143 ; T. II， Nos. 26， 27， 31，42，45，66-68， 265)， リガとの関係文書

(T. II， Nos. 1，3，8 ; CM. TaK)f{e Nos. 14， 21，48)，スウェーデンその他との関係文書 (T.

II， Nos. 168， 188咽 193，264， 280)などですD

しかし外国関係文書にあてられた本書第 5巻の刊行がこのように遅れたために，それ

が刊行された1894年には その中に含まれた文書の多くはすでに他の出版物の中に印刷

されていました。例えば1851-1871年には皇帝直属官房第 2部によって r古ロシアと諸

列強の外交関係文書.s(口aM刃THHK H Jlltn，nOMaTlf'l何 KHXち CHO山 eHiuJ1peBHeU POCCiH 

C1) J1ep)KaBaMH HlIOCTpaHJlhlMH. 10 TT. Cn6.， 1851-1871 rr.)が刊行され， また rロ

シア帝国歴史協会叢書.s (C60pJlHKH 11M刀epaT.PyccKaro HCTOpH'leCKarO 0σ山町TBa

148 TT. Cfl6.， 1867-1916 rr.)のなかにも 15-16世紀中の外国関係文書が多数含まれ

ていました。グルジア， クリミア，カフカス，ベルシアなど東方諸国との外交文書(刀c-

pCJlHCKa rpy3HJlCKHX1> Uapcu C1> POCCiUCKHMH rOCYJ1apHMH C1> 1639 JlO 1770 rr. 

cn6.，1861r.)， A A ツァガレーリ (A.A.Uarape，河川の編集による 18世紀グルジア関

係歴史文書 (rpaMOTblH J1pyrHe HCTοpH'lCCKHe J10KyMeHTb1 XVIII B.， OTHOCHUJ.He-

CH K1> rpy3i・H.Cn6.， 1891 r.)， C.A.ベロクーロフ(C.A.6も凡OKypOB)によるロシア・

カフカス関係資料 (CHOl11eHiHPOCCiH C1> K aBK a30Mb. MOCK sa， 1889 r .)， H. 11.ヴェ

セ口フスキー教授 (H.I1. Bcce凡OBCKHH)により出版された1616年までのベルシャとロ

シアとの関係文書(刀aMHTHHKHJ1.11Jl.110MaTH'leCKHXる H ToprOBb1Xb CHOl11eHiu MOCKO-

BCKοti P Y C 11 C 1) n C p c i C ii. 3 T T. C fl6 .， 1890 -1 892 r r .)， B. B.ベリヤミーノフニゼル
ノーフ (B.B. Be凡 b河川IH013 3epH(13)によるクルミア汗国史資料 (MaTepia.nb1J1.n刃

HCTοpiJl Kph1MCIUJrO Xe1HCTBθ. cn6.， 1864 r.)などのようにそれぞれ独立した文書集
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がすでに出版されていましたO さらに1874年からは φ.φ.マルテンス教授によって，モ

スクワ中央文書館の所蔵する原本およびコピーにもとづく rロシアと諸列強間で締結さ

れた条約・協定集.s (φ.φ. MapTeHC : C06p8Hie Tp8KT8TOB1> H KOHBeHuiii， 38K.n的-

lJeHHblX Poccie的 Cる HHOCTp8HHblMHll.ep>K8B8MH. 15 TT. MocKBa， 1874-1900)と

いう外交文書全集の刊行が始まっていました O それは1648年以降の外交文書を集大成す

るものだったのでIr悶家文書と外交文書』第 5巻の序文を書いたφ.ピユレル男爵(仲φ.

E旧

版によつてこの外交文書全集を補足することのみでで、あるJ と述べていますO しかしその

ことは遂に実現しませんでしたO

* * * * * * * 

以上ながながと r国家文書と外交文書』の編集と刊行についてのべてきましたが，そ

れは第 1巻から第 5巻までほとんど一世紀間を要しながら，なお完成をみるに歪らな

かったこの文書集の成立過程を紹介したいと思ったからです。本書はロシアにおける最

初の国家文書の刊行事業であったために，編集方針の試行錯誤があったほか，国費によ

る出版物でありながら，各巻の売上げを次巻の刊行費にあてるという財政上の困難もあ

りましたO もともと本書の編集を企てたルミャンツェフ伯の目的は，ロシア外交文書の

刊行にありましたが，原文書をそのまま印刷するという彼の希望は種々の困難のために

遅延し実現しませんでした。印刷すべき文書は15以上の外国語で書かれており， しかも

古風な表現の外国文書を解説する人物を探すのは困難で，外部の人々の援助を必要とし

たからです。とはいえそれは口シアにおける外交文書編纂の最初の試みであり，たとえ

それが未完成なものとして終わったとしても止むをえなかったというべきでしょう。

最後にこのルミャンツェフ伯について蛇足を一，二付け加えておきます。彼は日本に

も関心をもっていたらしく，アレクサンドル I世がレザーノフ使節を日本に派遣するに

際し，当時シベリアに滞在していた10名の仙台漂流民たちを首都に召喚したとき，彼ら

の宿所となったのが彼の邸宅でした。また今日ソ連が誇るレーニン図書館も，ルミャン

ツェフ伯の個人文障がもとになって発展したということです。
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